
 

民間企業（常用労働者数

が 40.0人以上の企業：法定

雇用率 2.5％）に雇用されて

いる障害者の数は 67万

7,461.5人（３万 5,283.5人

増、対前年比 5.5％増）、実

雇用率 2.41％（対前年比

0.08ポイント上昇）で、雇

用障害者数、実雇用率いず

れも過去最高を更新してい

ます。一方で、法定雇用率

達成企業の割合は 46.0％

（対前年比 4.1ポイント低

下）となっています。 

 

◆雇用者の内訳では、精神

障害者の雇用増加の伸び率

が大きい 

雇用者のうち、身体障害

者は 36万 8,949.0人（対前

年比 2.4％増）、知的障害者

は 15万 7,795.5人（同

4.0％増）、精神障害者は 15

万 717.0人（同 15.7％増）

と、いずれも前年より増加

しています。特に精神障害

者の伸び率が大きくなって

います。 

 

◆法定雇用率未達成企業の

状況 

 法定雇用率の未達成企業

は６万 3,364社で、そのう

ち、不足数が 0.5人または

１人である企業（１人不足

企業）が、64.1％と過半数

を占めています。また、障

害者を１人も雇用していな

い企業（０人雇用企業）は

３万 6,485社であり、未達

成企業に占める割合は、

57.6％となっています。 

 法定雇用率は、令和８年

度に 2.7％へと段階的に引き

上げられます。企業は継続

して障害者雇用の推進に取

り組む必要があります。 

 

 

高年齢者の雇用状況 
～厚生労働省「令和６年 高

年齢者雇用状況等報告」より 
 

◆65 歳までの高年齢者雇用

確保措置の実施状況 

厚生労働省は、従業員21人

以上の企業237,052社からの

報告に基づき、高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律

で義務付けられている「高年

齢者の雇用等に関する措置」

について、令和６年６月１日

時点での企業における実施

状況等を取りまとめ、公表し

ています。 

 それによれば、65 歳までの

高年齢者雇用確保措置につ

いて「継続雇用制度の導入」

により実施している企業が

67.4％［前年比 1.8 ポイント

減少］、「定年の引上げ」によ

り 実 施 し て い る 企 業 は

28.7％［同 1.8 ポイント増加］

となっています。 

 

◆70 歳までの高年齢者就業

確保措置の実施状況と定年制

の状況 

 また、70 歳までの高年齢者

就業確保措置を実施済みの企

業は 31.9％［同 2.2 ポイント

増加］となっており（中小企

業では 32.4％［同 2.1 ポイン

ト増加］、大企業では 25.5％

［同 2.7 ポイント増加］）、65

歳以上定年企業（定年制の廃

止企業を含む）は 32.6％［同

1.8 ポイント増加］となって

います。 

 就業確保措置を実施済みの

企業について措置内容別に見

ると、定年制の廃止は 3.9％

［変動なし］、定年の引上げは

2.4％［同 0.1 ポイント増加］、

継 続 雇 用 制 度 の 導 入 は

25.6％［同 2.1 ポイント増

加］、創業支援等措置の導入は

0.1％［変動なし］となってい

ます。 

 

◆人手不足への対応 

現在、多数の企業が人手不

足を実感している中、人材確

保は企業経営にとって死活問

題となっています。高齢者の

雇用、活用は、このような人

材確保の面からも今後さらに

重要テーマとなっていくこと

でしょう。 

 

 

 

づくもの」が 30.9％、「技能

実習」が 22.8％となっていま

す。 

一般労働者が毎月きまっ

て現金で支給される給与額

（超過勤務手当を含む）は 26

万 7,700円で、１か月の総時

間（所定内実労働時間）は

155.8 時間、超過実労働時間

は 19.8時間となっています。 

外国人労働者を雇用する

理由は、「労働力不足の解消・

緩和のため」が 64.8％と最も

高く、次いで「日本人と同等

またはそれ以上の活躍を期

待して」が 56.8％、「事業所

の国際化、多様性の向上を図

るため」が 18.5％、「日本人

にはない知識、技術の活用を

期待して」が 16.5％となって

います。 

 

◆労働者に対する調査 

 外国人労働者の国籍・地域

を み る と 、 ベ ト ナ ム が 

29.8％と最も多く、次いで中

国（香港、マカオ含む）が 

15.9 ％ 、 フ ィ リ ピ ン が 

10.0％となっています。 就

労上のトラブルや困ったこ

とについては、「なし」が

82.5％、「あり」が 14.4％と

回答しています。「あり」と

回答した人の内容（複数回

答）をみると、「紹介会社（送

出し機関含む）の費用が高か

った」が 19.6％、「トラブル

や困ったことの相談先がわ

からなかった」が 16.0％、「事

前の説明以上に高い日本語

能 力 が 求 め ら れ た 」 が

13.6％、「その他」が 34.5％

となっています。 

 今後、外国人の雇用を検討

する際の参考としてくださ

い。 

 

 

障害者の雇用状況と法定

雇用率引上げ 
～厚生労働省「令和６年 障

害者雇用状況の集計結果」

等より 
 

厚生労働省は令和６年 12

月 20日、令和６年の「障害

者雇用状況」集計結果を公

表しました。障害者雇用促

進法では、事業主に対し、

常時雇用する従業員の一定

割合（法定雇用率。民間企

業においては 2.5％）以上

の障害者を雇うことを義務

付けています。 

 

◆民間企業における雇用障

害者数、実雇用率ともに過

去最高を更新 

外国人の雇用実態に関す

る初の調査結果から 

 

◆外国人雇用実態調査とは 

 厚生労働省は、「令和５年

外国人雇用実態調査」の結果

を公表しました。この調査

は、外国人労働者を雇用する

事業所における外国人労働

者の雇用形態、賃金等の雇用

管理の状況および当該事業

所の外国人労働者の状況、入

職経路、前職に関する事項等

について明らかにすること

を目的として、初めて実施さ

れました。 

 同調査は、雇用保険被保険

者５人以上かつ外国人労働

者を１人以上雇用している

全国の事業所および当該事

業所に雇用されている外国

人常用労働者が対象で、抽出

された 9,450事業所のうち有

効回答を得た 3,534事業所お

よび１万 1,629人について集

計しています。調査結果のポ

イントは以下の通りです。 

 

◆事業所に対する調査 

外国人労働者数（雇用保険

被保険者数５人以上事業所）

は約 160万人で、在留資格別

にみると、「専門的・技術的

分野」が 35.6％、「身分に基
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